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○
型
式
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検
定
適
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遊
技
機

(
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全

企

画

課)

…

�

告

示

青
森
県
告
示
第
九
号

生
活
保
護
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
十
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
法

第
三
十
四
条
及
び
第
三
十
五
条
に
規
定
す
る
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の

で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百
四
十
二
号)

第
二
条
の
六
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。
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十
六
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一
月
九
日
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事
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吾
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弘
愛
会
ク
リ
ニ
ッ

ク老
人
訪
問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

｢

い

こ
ま｣

弘
前
市
大
字
福
村
字
林
元
九
三

青
森
市
大
字
石
江
字
岡
部
一
五
五
の
二
九

平
成
��･

��･
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��･
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称

所

在
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定
年
月
日

マ
エ
ダ
調
剤
薬
局

城
西
店

弘
前
市
大
字
南
城
西
一
丁
目
三
の
七

平
成
��･

��･

�

�
�
�
�
�
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�
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( )

青
森
県
告
示
第
十
一
号

結
核
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号)

第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
百

四
十
二
号)
第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
告
示
第
十
二
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

東
津
軽
郡
平
内
町
大
字
外
童
子
字
滝
ノ
沢
一
二
の
三
〇

二

保
安
林
指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
平
内
町

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
十
三
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
五

年
十
二
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
公
有
水
面
の
埋
立
て
の
免
許
を
し
た
の
で
、
同
法
第
十
一
条
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

免
許
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
一
四
一
番
及
び
一
三
九
番
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑥
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

ん
だ
線
、
⑥
の
地
点
と
⑦
の
地
点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・

七
九
七
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
東
防
波
堤
と
の
境
界
線
及
び
①
の
地
点
と
⑦
の
地

点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
七
九
七
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
四
〇
八
・
四
九
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
一
五
・
九
三
五
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サ
ン
ロ
ー
ド
青
森
き
く
ち
た
か
し

ク
リ
ニ
ッ
ク

青
森
市
緑
三
丁
目
九
の
二

平
成
��･

��･

�



( )

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
八
七
・
六
〇
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
二
八
七
・
二
六
六

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
一
三
・
一
六
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
二
七
八
・
〇
八
九

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
二
七
・
九
三
四

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
五
六
・
四
八
二

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
五
九
・
一
七
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
三
五
・
九
九
四

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
六
四
・
九
二
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
〇
八
八
・
五
八
五

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
三
二
・
三
四
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
〇
七
・
三
八
四

３

面
積

二
一
、
一
五
一
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

三

埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
施
行
区
域

１

位
置

下
北
郡
東
通
村
大
字
白
糠
字
浜
通
五
六
番
四
か
ら
五
六
番
二
に
隣
接
す
る
国
道
三
三
八
号
、

一
四
一
番
及
び
一
三
九
番
の
地
先
公
有
水
面

２

区
域

測
量
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る

国
土
交
通
省
告
示

(

平
成
十
四
年
一
月
十
日
告
示
第
九
号)

で
定
め
ら
れ
た
平
面
直
角
座
標
第

十
系
を
用
い
て
得
た
次
の
各
点
の
う
ち
、
①
の
地
点
か
ら
⑦
の
地
点
ま
で
を
順
次
に
直
線
で
結

ん
だ
線
、
⑦
の
地
点
と
⑧
の
地
点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・

七
九
七
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る
公
有
水
面
と
東
防
波
堤
と
の
境
界
線
及
び
①
の
地
点
と
⑧
の
地

点
と
を
結
ぶ
春
分
・
秋
分
の
満
潮
位

(

Ｔ
・
Ｐ
・
プ
ラ
ス
〇
・
七
九
七
メ
ー
ト
ル)

に
お
け
る

公
有
水
面
と
陸
地
と
の
境
界
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た
区
域

①
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
四
〇
八
・
四
九
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
一
五
・
九
三
五

②
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
四
二
八
・
三
四
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
一
八
・
三
五
六

③
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
四
〇
五
・
〇
三
二

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
三
〇
九
・
五
四
〇

④
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
二
九
〇
・
八
九
五

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
二
九
五
・
六
二
二

⑤
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
〇
五
・
六
七
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
七
三
・
九
二
六

⑥
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
三
六
・
九
〇
九

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
五
三
・
四
三
七

⑦
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
一
四
五
・
〇
五
三

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
〇
八
六
・
三
五
三

⑧
の
地
点

Ｘ
座
標

プ
ラ
ス
一
二
六
三
三
二
・
三
四
〇

Ｙ
座
標

プ
ラ
ス

四
七
一
〇
七
・
三
八
四

３

面
積

三
三
、
七
〇
五
・
五
三
平
方
メ
ー
ト
ル

四

埋
立
地
の
用
途

漁
港
施
設
用
地

青
森
県
告
示
第
十
四
号

公
有
水
面
埋
立
法

(

大
正
十
年
法
律
第
五
十
七
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
十
一

年
十
月
二
十
六
日
免
許
し
た
公
有
水
面
の
埋
立
て
に
つ
い
て
、
同
法
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
六
日
次
の
と
お
り
埋
立
て
に
関
す
る
工
事
の
し
ゅ
ん
功
の
認
可
を

し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

な
お
、
免
許
等
の
関
係
図
書
の
写
し
は
、
こ
の
告
示
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
年
を
経
過
す
る
日
ま

で
三
沢
市
役
所
に
備
え
置
い
て
閲
覧
に
供
さ
れ
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

１

認
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
名
称

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一

青
森
県

２

代
表
者
の
住
所
及
び
氏
名

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
の
一
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青
森
県
知
事

三
村
申
吾

二

埋
立
区
域

１

位
置

三
沢
市
港
町
二
丁
目
一
二
、
九
に
隣
接
し
、
同
市
大
字
三
沢
字
浜
通
八
八
三
の
四
及
び
同
字

浜
通
の
国
有
林
地
先
公
有
水
面

２

区
域

次
の
各
地
点
を
順
次
に
結
ん
だ
線
及
び
�
の
地
点
と
①
の
地
点
を
結
ぶ
線
に
よ
り
囲
ま
れ
た

区
域

①
の
地
点

三
沢
市
港
町
一
丁
目
一
番
地
地
先
の
三
沢
港
内
東
防
波
堤
灯
台

(

北
緯
四
〇
度
四

〇
分
四
二
秒
、
東
経
一
四
一
度
二
六
分
三
六
秒)

か
ら
三
二
八
度
三
〇
分
四
三
一
・

〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

②
の
地
点

①
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
〇
〇
分
四
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

③
の
地
点

②
の
地
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
四
・
八
メ
ー
ト
ル
の
地
点

④
の
地
点

③
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
〇
〇
分
四
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑤
の
地
点

④
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
一
七
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑥
の
地
点

⑤
の
地
点
か
ら
三
五
二
度
〇
〇
分
一
六
六
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑦
の
地
点

⑥
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
二
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑧
の
地
点

⑦
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
一
二
・
三
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑨
の
地
点

⑧
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
一
六
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑩
の
地
点

⑨
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
〇
・
七
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑪
の
地
点

⑩
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
九
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑫
の
地
点

⑪
の
地
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
〇
・
一
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑬
の
地
点

⑫
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
一
七
〇
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑭
の
地
点

⑬
の
地
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
五
二
・
九
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑮
の
地
点

⑭
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
〇
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑯
の
地
点

⑮
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑰
の
地
点

⑯
の
地
点
か
ら
二
五
五
度
〇
〇
分
二
〇
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑱
の
地
点

⑰
の
地
点
か
ら
一
六
五
度
〇
〇
分
二
五
一
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑲
の
地
点

⑱
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
二
〇
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

⑳
の
地
点

⑲
の
地
点
か
ら
三
四
五
度
〇
〇
分
〇
・
五
メ
ー
ト
ル
の
地
点

�
の
地
点

⑳
の
地
点
か
ら
七
五
度
〇
〇
分
四
・
〇
メ
ー
ト
ル
の
地
点

３

面
積

一
〇
四
、
二
九
五
・
一
二
平
方
メ
ー
ト
ル

青
森
県
告
示
第
十
五
号

次
の
青
森
県
収
入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
か
ら
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
日
を
も
っ
て
青
森
県
収

入
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
の
業
務
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

売
り
さ
ば
き
人
の
住
所
及
び
氏
名

北
津
軽
郡
板
柳
町
大
字
福
野
田
字
実
田
一
〇
四

安
田

和
彦

公

告

特
定
調
達
契
約
に
係
る
契
約
の
相
手
方
の
決
定
に
関
す
る
公
示

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令

(

平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号)

第
四
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
き
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、

同
令
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

全
身
用
Ｘ
線
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
断
層
撮
影
装
置
シ
ス
テ
ム

一
式

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

青
森
県
立
中
央
病
院
事
務
局
管
理
調
達
課

青
森
市
東
造
道
二
丁
目
一
の
一

三

契
約
の
方
法

一
般
競
争
入
札

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日
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( )

平
成
十
五
年
十
二
月
九
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

株
式
会
社
自
治
体
病
院
共
済
会

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
の
二
七

六

契
約
金
額

三
億
九
千
九
百
四
十
二
万
円

七

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

予
定
価
格
の
制
限
の
範
囲
内
で
最
低
の
価
格
を
も
っ
て
入
札
し
た
者
を
契
約
の
相
手
方
と
し
た

も
の
で
あ
る
。

八

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日

平
成
十
五
年
十
月
二
十
二
日

換
地
処
分

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)
第
八
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
り
、

福
左
内
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
を
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

土
地
改
良
区
の
解
散

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
、
五
戸
台
地
土
地
改
良
区
は
、
平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日
解
散
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
浪
岡
都
市

計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
浪
岡
都
市
計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変

更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

都
市
計
画
の
種
類

浪
岡
都
市
計
画
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画

(

三
・
五
・
一
号
停
車
場
稲
村
線)

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
浪
岡
字
細
田
の
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

南
津
軽
郡
浪
岡
町
大
字
浪
岡
字
細
田
の
一
部

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課
、
浪
岡
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

平
成
十
六
年
一
月
十
日
か
ら
同
月
二
十
三
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾
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開
発
区
域

(

工
区)
に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)



( )

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
秀
明
商
事

二

代
表
者
の
氏
名

秋
山

正
司

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

八
戸
市
南
類
家
三
丁
目
七
の
二
五

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

特－

一
三)

第
三
〇
〇
〇
四
一
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
工
事
業
に
係
る
特
定
建
設
業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に

よ
り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

建
設
業
者
の
許
可
の
取
消
し

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

建
設
業
者
の
許
可
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

商
号
又
は
名
称

株
式
会
社
大
久

二

代
表
者
の
氏
名

吉
田

富
彰

三

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

三
沢
市
大
津
一
丁
目
一
五
六
の
二
六

四

許
可
番
号

青
森
県
知
事
許
可

(

般－

一
〇)

第
一
五
〇
八
九
号

五

取
消
年
月
日

平
成
十
五
年
十
二
月
二
十
五
日

六

取
消
し
に
係
る
建
設
業
の
許
可

建
築
、
大
工
、
屋
根
、
タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
、
内
装
仕
上
工
事
業
に
係
る
一
般
建
設

業
の
許
可

七

取
消
し
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

平
成
十
五
年
十
二
月
四
日
前
記
建
設
業
者
が
前
記
の
工
事
業
を
廃
止
し
た
こ
と
が
、
届
出
に
よ

り
確
認
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
。

公

安

委

員

会

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
一
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)

第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
六
年
一
月
九
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

櫛

引

利

貞
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南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
大
光
寺
字
稲
田
九
二

の
三

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
大
光
寺
字
稲
田
九
一

農
事
組
合
法
人
滝
本
水
稲
生
産
組
合

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
新
館
字
藤
山
一
〇
の

一

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
新
館
字
藤
山
一
六
の

一

株
式
会
社
今
井
産
業

遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
猛
獣
王
Ｓ
Ｔ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
ド
ラ
ツ
モ
天
国
Ｔ

豊
丸
産
業
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
大
江
戸
百
景
Ｘ
２

株
式
会
社
ソ
フ
ィ
ア
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〃

Ｃ
Ｒ
大
江
戸
百
景
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
フ
ィ
ー
バ
ー
ジ
ャ
ン
グ
ル
ガ
ー

ル
Ｍ
Ｒ
４
Ｍ

株
式
会
社
三
共

〃

Ｃ
Ｒ
大
工
の
源
さ
ん
Ｌ
２
Ｚ

株
式
会
社
三
洋
物
産

〃

Ｃ
Ｒ
仮
面
ラ
イ
ダ
ー
Ｔ
Ｒ
１

京
楽
産
業
株
式
会
社

ア
レ
ン
ジ
ボ
ー
ル

遊
技
機

Ｃ
Ｒ
ア
レ
パ
チ
ア
ポ
ロ
１
号
Ｈ

タ
イ
ヨ
ー
エ
レ
ッ
ク
株
式
会
社

回
胴
式
遊
技
機

メ
タ
ル
ス
ラ
ッ
グ

株
式
会
社
Ｓ
Ｎ
Ｋ
プ
レ
イ
モ
ア

〃

サ
ク
ラ
ン
ボ
シ
ョ
ウ
グ
ン

株
式
会
社
バ
ル
テ
ッ
ク



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行
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